中津川市防災士養成事業補助金交付要綱

（趣旨）

第 １ 条　この要綱は、減災と地域防災力向上のために活動し、市の防災事業に貢献する防災士を養成するため、防災士の資格取得に対する補助金の交付について、中津川市補助金交付規則（昭和３６年規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。

（定義）

第 ２ 条　この要綱において、「防災士」とは、「自助」「互助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災と地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「防災士機構」という。）で認められた者をいう。

（補助対象経費）

第 ３ 条　補助金の交付の対象となるものは、株式会社防災士研修センター（以下「研修センター」という。）で実施する防災士研修講座（以下「講座」という。）の受講料、防災士資格取得試験受験料及び防災士登録料（初回のみ）とする。

（補助の条件）

第 ４ 条　補助金の交付の条件は、中津川市に住所を有する者で、研修センターで講座を受講し、防災士機構で防災士として認められることとする。

（補助金の額）

第 ５ 条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額とし、３万円を限度とする。

（交付の申請）

第 ６ 条　補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、講座受講前に補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。

２　前項の申請は、定員に達した時点で締め切るものとする。

（交付の決定及び通知）

第 ７ 条　市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付）

第 ８ 条　補助金の交付の決定を受けた者は、防災士の登録を完了したときは、速やかに補助金交付請求書（第３号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

　（１）補助事業完了報告書（第４号様式）

（２）第３条に規定する費用の支払いを証明するもの

（３）防災士認証状の写し

２　市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、補助金を交付するものとする。

（報告及び取り消し）

第 ９ 条　市長は、必要があると認めたときは、補助金の使途の状況について、報告を求めることができる。

２　市長は、申請者が交付決定の内容又は交付条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合、当該者に対してその理由を示さなければならない。

（委任）

第１０条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

　この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

